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霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

  

霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例（平成17年霧島市条例第118号）の一部を

次のように改正する。 

別表第５の１の表中 

 「    

 視聴覚室 130円  

 調理実習室 240円  

   」を 

 「    

 視聴覚室 150円  

 調理実習室 250円  

   」に、 

 「    

 視聴覚室 130円  

 陶芸室 160円  

   」を 

 「    

 視聴覚室 140円  

 陶芸室 170円  

   」に 

改め、同表中「250円」を「260円」に、「200円」を「210円」に、「150円」を「160円」

に、「330円」を「340円」に、「240円」を「250円」に、「160円」を「170円」に、

「190円」を「220円」に、「170円」を「180円」に、「350円」を「360円」に、「440

円」を「480円」に、「310円」を「320円」に改める。 



 別表第５の２の表中「220円」を「240円」に、「110円」を「120円」に、「70円」を

「80円」に改める。 

 別表第５の３の表中「9,270円」を「9,450円」に、「12,360円」を「12,600円」に、

「24,720円」を「25,200円」に、「27,810円」を「28,350円」に、「40,170円」を

「40,950円」に、「18,540円」を「18,900円」に、「49,440円」を「50,400円」に、

「55,620円」を「56,700円」に、「80,340円」を「81,900円」に、「23,160円」を

「23,630円」に、「30,880円」を「31,500円」に、「61,760円」を「63,000円」に、

「69,480円」を「70,880円」に、「100,360円」を「102,380円」に改める。 

別表第５の４の表中「3,090円」を「3,150円」に、「1,140円」を「1,170円」に、

「110円」を「120円」に、「210円」を「220円」に、「620円」を「640円」に、「2,060

円」を「2,100円」に、「310円」を「320円」に、「720円」を「740円」に、「520円」を

「530円」に、「1,030円」を「1,050円」に、「1,240円」を「1,270円」に、「ホリゾト

ンライト用」を「ホリゾントライト用」に、「1,550円」を「1,580円」に、「220円」を

「230円」に改め、同表の備考中「80円」を「90円」に、「2,060円」を「2,100円」に改

める。 

 

 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


